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弁理士と公認会計士

会員・公認会計士　瀧田　証

要　約
　弁理士にとって，公認会計士は接点が少ない士業の1つです。近年は，日本弁理士会関東会と日本公認会
計士協会東京会の連携委員会が発足されるなど，接点を持つ機会も出てきております。しかし，両者は接点が
多いとは言い難い状況です。
　まず，弁理士が，公認会計士を理解できるように公認会計士の業務を紹介したいと思います。弁理士と公認
会計士を一定の観点で比較しています。
　また，弁理士と公認会計士の両者の知識を生かすことができる業務として，知財金融と知的財産評価業務を
紹介いたします。特に，知財金融は注目されている分野ですので，理解を深める機会となれば，幸いです。ま
た，知的財産価値評価は，大枠を把握することで，当面活用できる知識となります。重要な点に絞って，紹介
いたします。
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1.公認会計士とは
　公認会計士とは，監査・会計の専門家であり，主た
る業務は「監査証明業務」になります。例えば，上場
会社の有価証券報告書が適切に作成・開示されている
ことを証明することにより，投資家は上場会社の財務
情報を信頼して利用することができ，安心して投資す
ることができます。
　その他，「会計」「税務」「コンサルティング」の業
務を行っている公認会計士もいます。個人で独立開業
している公認会計士は，税理士登録も行い，「税務業
務」を中心にしている方が多いです。
　なお，弁理士法第 1条に弁理士の使命が規定されて
いるのと同様に，公認会計士法第 1条にも公認会計士

の使命が規定されています。
　公認会計士の使命は，「公認会計士は，監査及び会
計の専門家として，独立した立場において，財務書類
その他の財務に関する情報の信頼性を確保することに
より，会社等の公正な事業活動，投資者及び債権者の
保護等を図り，もつて国民経済の健全な発展に寄与す
ることを使命とする。」となります。
　また，公認会計士として登録するためには，以下の
①～③の要件を持たす必要があります。

　そのため，公認会計士合格後，ほとんどの合格者
は，監査法人に入所し，実務経験を積みながら，実務
補習所に通います。2日間にわたる修了考査に合格し
て，ようやく公認会計士登録が可能となります。修了
考査の対策として，受験予備校での対策講座を受講
し，受験に向けて準備する方が多数です。
　弁理士と公認会計士は，専権業務が大きく離れてお
り，接点を持つことは少ないと思います。そのため，
弁理士にとって，公認会計士は身近ではないかもしれ
ません。

①公認会計士試験に合格した者であること

②�業務補助又は実務従事の期間が通算して 2年以上である

者であること

③�実務補習を修了し，内閣総理大臣の確認を受けた者であ

ること
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　そこで，弁理士と公認会計士の違いの一部を比較し
てみましょう。

2.弁理士と公認会計士の比較
　まず，弁理士と公認会計士において，試験合格時の
年齢には大きく異なっています。

　公認会計士試験の受験者は，大学生や既卒の若手の
専業受験生が大多数です。私が受験勉強をしていた時
は，朝から晩まで予備校に滞在する受験専念の方が受
験生の大部分でした。現在は，当時とは状況は変わっ
ているかもしれません。ただし，合格者の平均年齢
は，当時とそれほど変わっていないようです。
　一方で，弁理士試験の受験者は，事務所職員や会社
員等としての仕事を抱えながらの兼業受験生が多いで
す。私も弁理士試験を受験していた時は，仕事をしな
がら，受験対策講座を受講しておりました。
　また，弁理士と公認会計士は，働き方も異なってい
ます。
　公認会計士が勤務する監査法人は，監査チームを形
成し，チームで動くことが多いです。一方で，弁理士
が勤務する特許事務所は，専門分野や技術分野でグ
ループを作ることもありますが，個人で動くことが多
い印象です。

3.私の経歴
　公認会計士であった私が，弁理士に興味を持つきっ
かけをお話ししたいと思います。
　私は，監査法人に勤務していた時に，弁理士試験に
合格しております。弁理士に興味をもったきっかけ
は，友人が受験していた影響が大きいです。今後，知
的財産が注目される時代になるであろうと考え，弁理
士試験の勉強を開始しました。
　私は，監査法人と特許事務所の両方での勤務した経
験があります。弁理士兼公認会計士は母数自体が少な
いのですが，両方を経験した人材はさらに少ないと思
います。そこで，参考までに，それぞれの勤務におい
て，どんな業務を担当していたのか紹介したいと思い
ます。

■弁理士

　合格者の平均年齢　37.9 歳（令和 2年度）

■公認会計士

　合格者の平均年齢　25.2 歳（令和元年度）

　（1）　監査法人勤務
　私は，大学を卒業後，専業受験生をしておりまし
た。公認会計士試験合格後，監査法人に入社しまし
た。監査法人では，会計監査の他，IPO 支援，財務
デューデリジェンスなど，多種多様な仕事を経験いた
しました。
　監査法人勤務時には，知的財産に関する業務に関与
したことはありませんでした。唯一，会計監査の過程
で，特許権のライセンス契約を確認することが知的財
産との関わりだったかもしれません。

　（2）　特許事務所勤務
　弁理士試験合格後，2年ほどは弁理士登録していま
せんでした。特許事務所に入所をきっかけに弁理士登
録をいたしました。特許事務所に入所後は，特許明細
書の作成も担当いたしました。しかし，特許明細書の
作成をはじめとする出願等の専権業務の面白さが見い
だせず，専権業務からは距離を置いた仕事をしていく
ことになりました。
　周辺業務のうち，知財金融や知財価値評価の周辺業
務が中心業務になりました。
　特に，知財金融については，特許庁の知財金融促進
事業が始まったタイミングでした。勤務していた特許
事務所が，知財金融促進事業評価機関として選定され
ていたために，知財金融にかかわることになりまし
た。詳細は後述しますが，金融機関に対して知財ビジ
ネス評価書や知財ビジネス提案書を通じて，金融機関
のクライアントの強みを伝え，事業展開のアドバイス
をしていました。当該事業を通じて，各地の金融機関
とのつながりができたため，当該事業以外でも，金融
機関からの依頼を頂戴することになりました。具体的
には，知的財産の観点からクライアントの特徴をあぶ
りだし，わかりやすいレポートの作成・提供を行いま
した。ありがたいことに，現在でも，当時にお付き合
いした金融機関の方と接点を持たせていただいており
ます。
　また，知的財産価値評価書の作成も中心業務の 1つ
となりました。知的財産権の譲渡の場面やM&A，投
資に関する知財デューデリジェンスの場面において，
第三者的立場から知的財産の評価を行いました。
　第三者性は，会計監査においては当然の前提である
ため，公認会計士にとってはなじみ深いものです。弁
理士は専権業務において顧客と連携するため，第三者
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性は，弁理士を意識する場面が少ないかもしれませ
ん。弁理士が作成した知的財産価値評価書において第
三者性の検討が不十分なものを見かけるのは，上記の
要因があると思います。
　一方で，弁理士にとって重要であるクライアントの
コンフリクト問題について，公認会計士が意識するこ
とは少ないです。会計監査では，同一の監査法人で，
同業のクライアントからの監査業務を受託することは
よくあります。もちろん。監査チームは分かれてい
ます。

　（3）　現在
　グランドグリーン株式会社というアグリテックにお
いて，取締役 CFOをしています。管理部門を掌握し
ているため，知財や会計にも日常的にかかわっており
ます。弁理士，公認会計士をはじめ，士業の先生と接
する機会も多いです。
　また，個人で，会計事務所，知的財産事務所も設置
しております。CFOの業務の傍らで，無理のない範
囲で，業務を受託しています。
　現在受託している主な業務は以下の通りです。
　①税務の相談業務・税務申告
　②知的財産価値評価
　③知財金融
　④著作権の管理サポート
　公認会計士の知人から特許や商標などの知的財産の
相談をもらうことが多いです。全ての専門分野や技術
分野において，弁理士の知人がいる公認会計士はいな
いので，相談を受けることが多いと思います。
　なお，私自身は，特許出願や商標登録出願の専権業
務をしておりませんので，他の弁理士に案件ごと依頼
することしています。
　公認会計士にとっても弁理士は少し遠い存在です。
クライアントもどんな弁理士に依頼するのが良いのか
わからない部分も多いのが実情です。そういう意味で
は，両者のハブになることができているのかなと思う
こともあります。
　一方で，弁理士から税務顧問を探しているという相
談も受けます。この場合には，公認会計士の知人に紹
介することにしています。
　また，税務の中でも国際税務等の特殊な分野は，知
人の公認会計士・税理士に相談したりすることもあり
ます。

4.弁理士・公認会計士としての仕事
　弁理士と公認会計士の両方の資格を活かすことがで
きる業務は，いくつかあります。その中でも，中心に
なるのは，知財金融と知的財産価値評価業務になり
ます。
　そのため，この 2つの業務について，紹介したいと
思います。

　（1）　知財金融
　今年度も，特許庁が知財金融促進事業を行っており
ます。
　知財金融促進事業では，金融機関等に中小企業等の
知的財産を中心にビジネス全体を評価した知財ビジネ
ス評価書や中小企業等の知的財産を中心に経営課題に
対する解決策をまとめた知財ビジネス提案書が提供さ
れています。
　知財金融と聞いて，知財担保融資を想像した方も多
いかもしれません。知財担保融資は，担保価値が事業
に依存していること，流動性の観点から知的財産権の
みを売買することが難しいことから積極的に利用され
ておりませんが，知財担保融資は，新聞記事として掲
載されたりします。知財の担保価値だけでなく，知的
財産を利用した事業も順調であることが，融資の加点
事由として扱われているのだと思います。
　ここで，知財ビジネス評価書とは，中小企業が保有
する知財について，技術内容等を含めたビジネス全体
を評価する評価書になります。知財ビジネス評価書の
利用者は金融機関であり，知財ビジネス評価書の作成
者は特許庁等から選定された調査会社になります。
　金融機関は，知財ビジネス評価書を通じて中小企業
等の事業を理解することで，融資可能性の評価の加点
事由とする，個人保証を外す材料とするなど，知財ビ
ジネス評価書を利用しています。知財ビジネス評価書
は，知的財産のみにフォーカスするのではなく，知的
財産を含む技術内容の評価，知的財産を活用した事業
（ビジネス）全体の評価するものと理解いただくとよ
いかもしれません。
　今年度は，専門家派遣を通じた知財ビジネス提案書
の活用にも注力するようです。最終的には，金融機関
が自ら専門家を利用し，金融機関内で検討できるよう
な自走を目指しているようです。
　中小企業は，ヒト・モノ・カネが潤沢でないという
状況が一般的であり，知恵や工夫を中心とした知財に
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着目することが事業上重要です。知財金融において
は，中小企業の事業理解を，知財からあぶりだすこと
を可能にしています。

　（2）　知的財産価値評価
　知的財産価値評価は，定量的評価から定性的評価ま
でと多岐にわたります。ここでは，弁理士と公認会計
士の接点という観点で，定量的評価のうち金銭的評価
に絞って紹介したいと思います。
　①知的財産価値評価の目的
　まず，知的財産価値評価を行うためには，知的財産
価値評価を行う目的が重要となります。目的の設定が
ない知的財産価値評価は意味がありません。
　私が実務を通じた経験において，代表的な評価目的
は，以下の通りとなります。

　ⅰ　PPA（Purchase�Price�Allocation）目的
　従来は，買収価額と被買収会社の資産負債の時価の
残額は全てのれんとして計上していました。しかし，
実際は，のれん以外にも競争力の源泉となっている識
別可能資産があるはずです。そこで，会計基準等の改
正により，上記の残額のうち，識別可能資産に残額を
配分し，残りをのれんに配分するようになりました。
　識別可能資産として，商標権，特許権（技術）が例
示されております。そのため，PPAの観点で知的財
産権の評価が必要になりました。
　ⅱ　移転価格税制目的
　多国籍企業のグループ間の取引に関して，取引価格
を検討することが必要です。この取引には，知的財産
権のライセンス取引が含まれており，取引価格の検討
に際して知的財産権の評価が必要になります。
　ⅲ　現物出資目的
　株式会社への出資について，金銭出資でなく，知的
財産権を出資することが可能です。知的財産権の出資
額を金額的に測定するために，知的財産権の評価が必
要になります。
　ⅳ　その他の目的
　その他，知的財産権譲渡，ライセンス取引，職務発

ⅰ　PPA（Purchase�Price�Allocation）目的

ⅱ　移転価格税制目的

ⅲ　現物出資目的

ⅳ　その他の目的

明の対価算定，損害賠償額の算定に関しても，知的財
産権の評価が必要になる場合があります。
　②知的財産価値評価の評価方法
　評価方法としては，コスト・アプローチ，マーケッ
ト・アプローチ，インカム・アプローチがあります。
　このうち，インカム・アプローチが一般的な評価方
法となります。
　ここで，インカム・アプローチとは，将来のキャッ
シュ・フローの割引現在価値で示す評価アプローチで
あり，将来生み出されるキャッシュ・フローの割引現
在価値のうち当該知的財産権に帰属する価値をもって
知的財産権の価値とする方法です。
　インカム・アプローチもいくつかの方法があります
が，ロイヤリティ免除法が最も選択される評価方法
です。
　ロイヤルティ免除法とは，評価対象の無形資産の所
有者がその使用を第三者より許可されたものと仮定
し，第三者に対して支払うであろう無形資産のライセ
ンス実施料率によって算出されるロイヤルティ・コス
トが免除されたものとして評価する方法です。
　また，インカム・アプローチのうち，利益分割法が
選択される場合があります。
　利益分割法とは，評価対象の無形資産が使用されて
いる事業部門の全体の利益やキャッシュ・フロー等に
対して無形資産の寄与割合を見積もり，当該無形資産
を評価する方法です。
　評価方法について，上記の内容を知っておくこと
で，クライアントとの会話には困らないと思いますの
で，ご紹介いたしました。

5.まとめ
　公認会計士が身近になるように，公認会計士の業務
等を紹介いたしましたが，いかがでしたでしょうか。
　特に，知財金融や知的財産価値評価の業務について
は，弁理士，公認会計士のそれぞれの専門性を活かせ
るように，お互いに協力しながら進めることが重要で
す。独力で不得手な分野を受注するのではなく，両者
が協力して受注することが重要となります。
　今後も，弁理士と公認会計士のハブとなるように活
動していきたいと思います。
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